
最高裁秘書第1126号

令和4年4月26日

林弘法律事務所

弁護士山中理司様

塵
咋最高裁判所事務総長中村 ‐
’
二Ｉ

司法行政文書開示通知耆

3月31日付け（4月4日受付、第040018号）で申出のありました司法行

政文書の開示について、下記のとおり開示することとしましたので通知します。

記

開示する司法行政文書の名称等

最高裁判所事件月表（令和4年2月分）

開示の実施方法

写しの送付

1

(片面で3枚）

２

担当課秘書課（文耆室）電話03 （4233） 5240 （直通）



1．最高裁判所事件月表 （民事）
令和4年2月分 訟廷事務室統計係

上告(オ） ． （行ツ)欄の上段は旧法事件数で，中段は新法事件数で，いずれも外数であり，下段（ ）数値は，並行申立てのある事件数で内数である。

上告受理（受） ． （行上）欄の中段（ ）数値と特別抗告（ク） ． （行卜）欄の下段（ ）数値は，並行申立てのある事件数で内数である。

上告受理（受） 。 （行上）欄の新受の下段（ ）数値は，係属事件の内で， 当月受理決定のされた事件数であり，既済・未済の下段は，受理決定のあった事件数で内数である。

〔 〕数値は分配替え， （ ）数値は大法廷回付があった事件で新受計・既済計に含まれない。

(令和4．3． 17 訟統印）注

ロ理､

新 受

大法廷 第一小法廷 第二小法廷 第三小法廷 計

既 済

大法廷 第一小法廷 第二小法廷 第三小法廷 計

未 済

大法廷 第一小法廷 第二小法廷 第三小法廷 計

1月からの累計

新受 既済

総 数 197 184 199 580 188 182 176 546 4 592 648 744 1988 1258 965

民事総数 171 162 ､175 508 164 155 158 477 509 561 643 1713 1082 851
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許可抗告(許） 1 2 1 4 1 1 4 3 4 11 6 1

再審(抗告)(ヤ） 4 6 6 16 2 2 4 75 91 100 266 83 10

民事雑(マ） 8 11 9 28 6 3 3 12 25 25 28 78 44 21

行政総数 26 22 24 72 24 27 18 69 4 83 87 101 275 176 114
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2． ‘最高裁判所事件月表 （刑事）
令和4年2月分

3． 上告事件の既済区分表

(注1） 刑事に関する掲上数は，すべて人員である。

(注2） 2．最高裁判所事件月表（刑事）中未済の（ ）数値は，上告受付時に被告人の

身柄が勾留中のもので内数である。

うち裁判

員関与

うち裁判

員関与

うt,裁判

貝閣与

うち裁判

員問与

うち裁判

貝関与

新 受

大法廷 第一小法廷 第二小法廷 第三小法廷 計

既 済

大法廷 第一小法廷 第二小法廷 第三小法廷 計

未 済

大法廷 第一小法廷 第二小法廷 第三小法廷 計

1月からの累計

新受 既済

総 数 78 87 88 253 104 96 103 303 (51) 142 (45) 138 (52) 140 (148) 420 553 630

訴
訟
事
件

総 数

上
告
審

第一審判決に対するも
の

うち裁判員関与

控訴審判決に対するも
の

うち裁判員関与

非常上告

再 審

35
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3

28

28

4

33

33

2

96

96

9
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51

3

46

46

7
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47

4
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14

(51) 110

(51) 110

(13）

(45）97

(45） 97

(17) 17

(52) 113

(52) 113

(11) 11

(148) 320

(148) 320

(41) 41

232

232

20

298

298

28

訴
訟
事
件
以
外
の
事
件

総 数

再審請求

上告受理申立て

法廷等の秩序維持に関する

法律に基づく特別抗告

判決訂正申立て

特別抗告申立て

医療観察再抗告

費用補償請求

上訴費用補償請求の
あったもの

刑事補償請求

訴訟費用免除申立て

刑事雑

役収の裁判の取消し上

告事件

43

28
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6
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148
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18
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大法廷 第一小法廷 第二小法廷 第三小法廷 計

民
事
上
告

総 数

判 決

決 定

その他

68

3

64

1

69

3

64

2

61

1

60

198

7

188

3

民
事
受
理

総 数

判 決

決 定

その他

81

78

3

73

71

2

73

72

1

227

221

6

刑
事
上
告

総 数

判 決

決 定

その他

51

45

6

3

3

46

1

34

11

7

6

1

47

41

6

4

4

144

1

120

23

14

13

1



4． 上告既済事件の審理期間表
令和4年2月分

－

総
数

受 理 年 度 別

4

年

3

年

2

年

元
年

０

年

３ ９

年

２

審 理 期 間 別

2月

以内

3月

'以内

6月

以内

1年

以内

2年

以内

3年

以内

5年

以内

5年を

超える

も の

民
事
上
告

総 数

大法廷

第一小法廷

第二小法廷

第三小法廷
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民
事
受
理
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刑
事
上
告

総 数

うち裁判員関与

大法廷

うち裁判員関与

第一小法廷

うち裁判員関与

第二小法廷

うち裁判員関与

第三小法廷

うち裁判員関与

144
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7
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17

1

4

7

1
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3
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6
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